
木曽川水系河川整備計画
たたき台（素案）
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■高潮による災害の発生の防止及び軽減

満潮時に伊勢湾台風が再来した場合に高潮による災害の発生を防止することを目標とする。

■危機管理対策

計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合や、整備途上での施設能力以上の洪水や高潮が発生した場合、また大規模地震による津波とともに、大規模地
震の直後に洪水や高潮に見舞われた場合の被害を軽減できるよう、既存施設を活用しながら、ソフト・ハ ド 体となった総合的な被害軽減対策を自助・共
助・公助の精神のもと関係機関や地域住民等と連携して推進するために必要な対策を実施する。

○木曽川においては、戦後最大洪水となる昭和58年9
月洪水を計画高水位以下でと同規模の洪水が発生し
ても、安全に流下させることを目標とする。

○長良川においては、戦後最大洪水となる平成16年
10月洪水を計画高水位以下でと同規模の洪水が発
生しても、安全に流下させることを目標とする。

○揖斐川においては、戦後最大洪水となる昭和50年8
月洪水及び根尾川型の戦後最大洪水となる平成14
年7月洪水を計画高水位以下でと同規模の洪水が発
生しても、安全に流下させることを目標とする。

木曽川 長良川 揖斐川

■洪水による災害の発生の防止及び軽減

平成16年10月洪水対応7,700m3/s400m3/s8,100m3/s忠節長良川

3,900m3/s
3,500m3/s

12,500m3/s

河道整備流量
（河道の整備で対応する流量）

平成14年7月洪水対応
昭和50年8月洪水対応

600m3/s
1,500m3/s

4,500m3/s
5,000m3/s

万石揖斐川

昭和58年9月洪水対応4,000m3/s16,500m3/s犬山木曽川

備考
洪水調節施設による
洪水調節量

目標流量地点名河川名

河川整備計画において目標とする流量と河道整備流量（本川基準地点）

新規追加

洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標（追加修正）

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

治水

第7回木曽川水系
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河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標（追加修正）

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

新丸山ダム及び木曽川水系連絡導水路の整備により、
異常渇水時※1においても維持流量の一部を回復すると
共に水利用の合理化を推進する。
1/10規模の渇水時 〔 40m3/s＋α 〕
異常渇水時※1 〔 40m3/s＋α 〕

木曽川水系連絡導水路を上流分割案で整備すること
により、異常渇水時※1においても維持流量の一部を回
復すると共に水利用の合理化を推進する。
1/10規模の渇水時 〔 20m3/s＋α 〕
異常渇水時※1 〔 11m3/s＋α 〕

徳山ダムにより、異常渇水時※1においても維持流量
の一部を回復すると共に、水利用の合理化を推進する。

1/10規模の渇水時 〔 20m3/s＋α 〕
異常渇水時※1 〔 20m3/s＋α 〕

木曽川 長良川 揖斐川

※1 平成6年渇水相当

○河川水の適正な利用については、近年の少雨化傾向に対応した利水安全度の確保や地盤沈下の防止を図るため、既存施設の有効利用及び
関係機関と連携した水利用の合理化を促進すること等により、河川の適正な利用に努める。

約26m3/s約 7m3/s約16m3/s忠節長良川

約30m3/s

約50m3/s

目標とする維持流量

0m3/s約 4m3/s万石揖斐川

0m3/s約28m3/s木曽成戸木曽川

異常渇水時※1の最小流量1/10規模の渇水流量地点名河川名

河川整備計画において目標とする維持流量

流水管理・水利用

第7回木曽川水系
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◆木曽川

◆長良川

◆揖斐川

雄大な木曽川らしい多様で変化に富む自然環境および、木曽川を特徴づける動植物が今後も生息・生育できる生息・
生育自然環境を保全・再生することを目標とする。

清流である長良川は、1300年の歴史を持つ鵜飼が営まれ、水浴場として利用されるなど、川と人との関わりが深い
河川であり、その前提となる良好な自然環境を保全・再生することを目標とする。

揖斐川特有の豊かな湧水・水際環境を保全・再生するとともに、床固や堰などの構造物や渇水時の瀬切れ等により
失われている連続性を回復し、生物のすみやすい河川環境を保全・再生することを目標とする。

豊かで多様性に富み、潤いと安らぎのある木曽三川らしい河川環境を目指す

河川環境の整備と保全に関する目標（追加修正）

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

○河川環境の保全整備については、良好な自然環境の保全を図りつつ、失われた又は劣化した環境の再生に努める。

○川と人とのふれあい拠点の整備について、木曽三川を特徴づける歴史的、自然的、文化的な河川景観や親水空間とし
ての良好な水辺景観の保全・整備を図るとともに、沿川に存在するまち並みと調和した水辺空間の保全、活用に努める。

○河川の特性を踏まえた維持管理については、良好な自然環境を保全し、適正な河川利用が図られるよう維持管理に努
める。

○水質の維持・改善については、木曽三川の良好な水質を維持し、都市域からの排水の流入により悪化している一部の
支川の水質については、水質浄化等により改善に努める。

環境

第7回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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第３章 河川の整備の実施に関する事項

主な整備メニュー（案）（追加修正）

※赤字は第6回流域委員会提示より追加修正した箇所

【治 水】 【流水管理・水利用】 【環 境】 【維持管理】

③
東海ネーデルランド高潮・
洪水対策

② 犀川遊水地の整備

→ Ⅰ水位低下②へ移動

①

川と人とのふれあいの
増進

⑧

地域に開かれたダム指定、
水源地域ビジョンの実施

②

緊急用河川敷道路・防災船着場等
の整備 流域における浄化対策との連携

（下水道整備、市民の取組み）
Ⅳ

水質の維持

③

水質の維持・改善

③

①

河川浄化施設の整備

輪中堤・二線堤の機能維持
補強【再掲】

広域防災ネットワークの構築

情報伝達体制の充実等

汽水域、緩流域の水質保全

伊勢湾への流出物質のモニタリング
と抑制

②

③

関係機関、各種プロジェクトとの連
携（伊勢湾再生推進行動
計画）

河口部の干潟・ヨシ原の再生

①

②

伊勢湾再生への連携
伊勢湾の再生

河川の特質を踏まえた
環境の保全維持管理

景観法に基づく景観計画③

治水整備、維持管理における
景観の保全

Ⅲ ネ ク解消 ① 横断工作物の改築

②

②
東海ネーデルランド等の危機管理
行動計画の促進

①

②

②

① 支川の浄化対策

⑤

⑥

⑦

ヨシ原の保全・再生

樹林化対策

外来生物対策

その他（トンボ池の湿地環境の再
生、南派川の流水の確保、揖斐川
本・支川の緩流域環境の保全・再
生）

ワンド等の水際湿地の保全
・再生

砂礫河原の保全・再生

干潟の保全・再生

①

②

③

④

長良川遊水機能の確保

堤防整備

河川防災ステーション等の整備拡充

護岸整備(低水・高水)

高水敷整備

高潮堤防整備

浸透対策

樋管・樋門の整備

①

②

①

②

③

①

④

⑤

橋梁改築

堰・床止めの改築

新丸山ダムの建設

水位低下 河道拡幅

横断工作物の改築

洪水調節機能の強化

①

②

③

①
②
河道掘削・樹木伐開

何もしない

整備をする

Ⅳ
Ⅵ

Ⅴ

堤防強化

内水対策

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

リスク対策

土地利用の誘導
③
②

①

②

地震対策耐震化の推進

排水ポンプの整備機能
維持 補強

③

①

洪水の通常の作用に
対する安全性の強化

高潮 津波に対する
安全性の強化

何もしない

対策を行う

Ⅰ
河川水の適正な流水
管理や水利用の推進

①
渇水時の情報提供・情報
伝達体制を整備

低水管理に必要な情報
交換

①
河川維持流量の回復のた
めの不特定容量の確保

①
②
水利用合理化の推進、
慣行用水水利権の許可化
の推進

Ⅴ
Ⅳ
河川流量の再生 ①

発電パイパス区間の流量
回復

②
水利使用者相互間の水融
通の円滑化等を推進

②
都市河川等の水環境の
改善

② ダム総合運用の実施

④ ダム総合運用の実施

③
関係機関、利水者と連携
し節水対策強化の推進

何もしない

対策を行う

Ⅰ
河川環境の整備と保全
保全整備

木曽川水系連絡導水路の
建設

新丸山ダムの建設 ①

Ⅱ ①

多自然川づくり

② 自然再生事業

③ 魚がすみやすい川づくり

Ⅲ

② 景観の保全

③
地域住民やNPO等との連携を
推進

①
ゾーニングによる環境の保
全と整備

②

③

特徴的な景観の保全
（日本ライン、金華山と長良川、犬
山城と木曽川）

水辺のふれあい拠点の整備

河川工作物の維持
管理

Ⅲ 河道の維持

①

水辺プラザ

水辺の楽校

①

Ⅶ 河川の清潔の維持拠点のネットワーク化

何もしない

維持管理を行う

Ⅰ 堤防の維持管理 ① 堤防の維持管理補修

② 堤防除草

①
樋門樋管、排水ポンプ場等
の維持管理

② 老朽化に伴う施設更新

① 河床、河岸維持管理

② 樹木の維持管理

①
光ケーブル、CCTVの維持更
新

② 危機管理施設の維持

①
貯水池及び周辺工作物の
維持管理

① 流木、ゴミ処理

不法投棄物の処理

① 堤体、放流施設の維持更新

② 観測機器等の維持更新

河川維持管理機器
等の維持管理更新

④
③
わかりやすい水質基準の整
備

Ⅶ
Ⅷ
ダム本体・観測機
器等の維持管理

Ⅷ
Ⅸ
ダム貯水池の維持
管理

③
②

Ⅴ
許可工作物の適正
維持管理指導

危機管理対策 ① 洪水時等の管理

流下物の処理

 
 

Ⅸ
Ⅹ

Ⅹ

② 堆積土砂の下流域への還元

地域と連携した取
り組み

①Ⅴ 流砂系の健全化 ①
関係する機関と連携した調
査・研究の推進

貯水池及び下流部の環境維
持

水質事故対策

②

③

② 渇水時の対応

①

⑤
②

適正な流水管理や水利用

河川愛護団体等との連携

③
河川利用・水面利用の
適正化

④

② 貯水池容量の維持

③ ふれあい施設の維持

Ⅵ 流下物の処理

①

河川の清潔の維持 ① 不法投棄物の処理

②
①
水防団に関する連携・支援
水防団の育成強化

④ 河川情報システムの整備

河川水の適正な利
用及び流水の正常
な機能の維持

②
③

連続性の確保

 

Ⅳ

Ⅱ

③
地域住民やNPO等との連携を
推進

②
河川利用のルール策定とマ
ナー教育

新丸山ダムの建設Ⅱ
流水の正常な機能の
維持

① 不特定容量の確保

② 水利用合理化の推進

Ⅳ
Ⅲ
異常渇水対策の推進 ①

徳山ダム渇水対策容量の
活用

Ⅲ
Ⅱ
渇水時における対策
の推進

輪中堤・二線堤の機能
維持・補強

防災関係施設の整備危機管理対策

①

①

リスク対策 ① 輪中堤・二線堤の機能維持【再掲】

②
被害を最小化するため
の取り組み

→  へ移動

→ Ⅴ危機管理対策③へ移動

③

第7回木曽川水系
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

【治水】

※赤字は第6回流域委員会提示より追加修正した箇所

治水

② 犀川遊水地の整備

→ Ⅰ水位低下②へ移動

①

緊急用河川敷道路・防災船着場等
の整備

③

③
輪中堤・二線堤の機能維持
・補強【再掲】

広域防災ネットワークの構築

情報伝達体制の充実等

Ⅲ ネック解消 ① 横断工作物の改築

②
東海ネーデルランド等の危機管理
行動計画の促進

①

②

長良川遊水機能の確保

堤防整備

河川防災ステーション等の整備拡充

護岸整備(低水・高水)

高水敷整備

高潮堤防整備

浸透対策

樋管・樋門の整備

①

②

①

②

③

①

④

⑤

橋梁改築

堰・床止めの改築

新丸山ダムの建設

水位低下 河道拡幅

横断工作物の改築

洪水調節機能の強化

①

②

③

①
②
河道掘削・樹木伐開

Ⅳ
Ⅵ

Ⅴ

堤防強化

内水対策

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

リスク対策

土地利用の誘導
③
②

①

②

地震対策耐震化の推進

排水ポンプの整備機能
維持 補強

③

①

洪水の通常の作用に
対する安全性の強化

高潮 津波に対する
安全性の強化

輪中堤・二線堤の機能
維持・補強

防災関係施設の整備危機管理対策

①

①

リスク対策 ① 輪中堤・二線堤の機能維持【再掲】

②
被害を最小化するため
の取り組み

→ Ⅴ危機管理対策③へ移動

③

第7回木曽川水系
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河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

【流水管理・水利用】

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

流水管理・水利用

※赤字は第6回流域委員会提示より追加修正した箇所

Ⅰ
河川水の適正な流水
管理や水利用の推進

①
渇水時の情報提供・情報
伝達体制を整備

低水管理に必要な情報
交換

①
河川維持流量の回復のた
めの不特定容量の確保

①
②
水利用合理化の推進、
慣行用水水利権の許可化
の推進

Ⅴ
Ⅳ
河川流量の再生 ①

発電パイパス区間の流量
回復

②
水利使用者相互間の水融
通の円滑化等を推進

②
都市河川等の水環境の
改善

② ダム総合運用の実施

④ ダム総合運用の実施

③
関係機関、利水者と連携
し節水対策強化の推進

木曽川水系連絡導水路の
建設

新丸山ダムの建設

②
③

新丸山ダムの建設Ⅱ
流水の正常な機能の
維持

① 不特定容量の確保

② 水利用合理化の推進

Ⅳ
Ⅲ
異常渇水対策の推進 ①

徳山ダム渇水対策容量の
活用

Ⅲ
Ⅱ
渇水時における対策
の推進

第7回木曽川水系
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河川環境の整備と保全に関する事項

【環境】

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

環境

※赤字は第6回流域委員会提示より追加修正した箇所

川と人とのふれあいの
増進

⑧

景観法に基づく景観計画③

治水整備、維持管理における
景観の保全

②

⑤

⑥

⑦

ヨシ原の保全・再生

樹林化対策

外来生物対策

その他（トンボ池の湿地環境の再
生、南派川の流水の確保、揖斐川
本・支川の緩流域環境の保全・再
生）

ワンド等の水際湿地の保全
・再生

砂礫河原の保全・再生

干潟の保全・再生

①

②

③

④

Ⅰ
河川環境の整備と保全
保全整備

①

Ⅱ ①

多自然川づくり

② 自然再生事業

③ 魚がすみやすい川づくり

② 景観の保全

③
地域住民やNPO等との連携を
推進

②

③

特徴的な景観の保全
（日本ライン、金華山と長良川、犬
山城と木曽川）

水辺のふれあい拠点の整備

①

水辺プラザ

水辺の楽校

①

拠点のネットワーク化

連続性の確保

流域における浄化対策との連携
（下水道整備、市民の取組み）

Ⅳ 水質の維持・改善 ①

河川浄化施設の整備

汽水域、緩流域の水質保全

伊勢湾への流出物質のモニタリング
と抑制

②

③

関係機関、各種プロジェクトとの連
携（伊勢湾再生推進行動
計画）

河口部の干潟・ヨシ原の再生

①

②

伊勢湾再生への連携
伊勢湾の再生

河川の特質を踏まえた
環境の保全維持管理

②

① 支川の浄化対策

Ⅲ ①
ゾーニングによる環境の保
全と整備

④
③
わかりやすい水質基準の整
備

③
②

② 堆積土砂の下流域への還元

Ⅴ 流砂系の健全化 ①
関係する機関と連携した調
査・研究の推進

③
地域住民やNPO等との連携を
推進

②
河川利用のルール策定とマ
ナー教育

第7回木曽川水系
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第２節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

【維持管理】

維持管理

※赤字は第6回流域委員会提示より追加修正した箇所

河川工作物の維持
管理

Ⅲ 河道の維持

Ⅶ 河川の清潔の維持

Ⅰ 堤防の維持管理 ① 堤防の維持管理補修

② 堤防除草

①
樋門樋管、排水ポンプ場等
の維持管理

② 老朽化に伴う施設更新

① 河床、河岸維持管理

② 樹木の維持管理

①
光ケーブル、CCTVの維持更
新

② 危機管理施設の維持

① 流木、ゴミ処理

不法投棄物の処理

河川維持管理機器
等の維持管理更新

Ⅴ
許可工作物の適正
維持管理指導

③ ふれあい施設の維持

Ⅵ 流下物の処理

①

Ⅳ

Ⅱ

→  へ移動

③
東海ネーデルランド高潮・
洪水対策

地域に開かれたダム指定、
水源地域ビジョンの実施

②

水質の維持

①
貯水池及び周辺工作物の
維持管理

① 堤体、放流施設の維持更新

② 観測機器等の維持更新

Ⅶ
Ⅷ
ダム本体・観測機
器等の維持管理

Ⅷ
Ⅸ
ダム貯水池の維持
管理

危機管理対策 ① 洪水時等の管理

流下物の処理

 
 

Ⅸ
Ⅹ

Ⅹ

地域と連携した取
り組み

①

貯水池及び下流部の環境維
持

水質事故対策

②

③

② 渇水時の対応

①

⑤
②

適正な流水管理や水利用

河川愛護団体等との連携

③
河川利用・水面利用の
適正化

④

② 貯水池容量の維持

河川の清潔の維持 ① 不法投棄物の処理

②
①
水防団に関する連携・支援
水防団の育成強化

④ 河川情報システムの整備

河川水の適正な利
用及び流水の正常
な機能の維持
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